
随意契約理由

上記業者は、平成２２年度地域情報通信基盤整備推進事業で放送設備機器を
整備した業者で、現在の通信回線や機器の接続に精通していることから、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、上記業者を選定して随
意契約するもの。

年 3 月 20 日

現 場 説 明

令 和 8納 期

岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢7番地の2

氏　名 マルモ通信商事株式会社　　代表取締役　菊地　弘樹

契 約 金 額 11,330,000 円

件 名 地域情報通信基盤整備推進事業放送施設機器の購入

契約の相手方

住　所

時 10 分
第４庁舎
第７会議室

5 月 29 日 10

見　積　結　果　報　告　書

見積日時・場所 令 和 7 年



※郵便見積徴取のため出欠欄の記載はありませ
ん。
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1 マルモ通信商事㈱ 10,300,000
決
定

業　　者　　名

出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説
見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

決定価格（税抜） 10,300,000 円

予定価格（税抜） 10,404,115 円


